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第⼀章 総則

（⽬的）
第⼀条 この法律は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争⼒の強化及び国⺠
の利便性の向上に資するとともに、急速な少⼦⾼齢化の進展への対応その他の我
が国が直⾯する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会
の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本⽅針を定め、国、地⽅公共団
体及び事業者の責務を明らかにし、並びにデジタル庁の設置及びデジタル社会の
形成に関する重点計画の作成について定めることにより、デジタル社会の形成に
関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発
展と国⺠の幸福な⽣活の実現に寄与することを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において「デジタル社会」とは、インターネットその他の⾼度情
報通信ネットワークを通じて⾃由かつ安全に多様な情報⼜は知識を世界的規模で
⼊⼿し、共有し、⼜は発信するとともに、官⺠データ活⽤推進基本法（平成⼆⼗
⼋年法律第百三号）第⼆条第⼆項に規定する⼈⼯知能関連技術、同条第三項に規
定するインターネット・オブ・シングス活⽤関連技術、同条第四項に規定するク
ラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に⽐して
⼤量の情報の処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術（以下
「情報通信技術」という。）を⽤いて電磁的記録（電⼦的⽅式、磁気的⽅式その
他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られる記録をいう。第三
⼗条において同じ。）として記録された多様かつ⼤量の情報を適正かつ効果的に
活⽤すること（以下「情報通信技術を⽤いた情報の活⽤」という。）により、あ
らゆる分野における創造的かつ活⼒ある発展が可能となる社会をいう。

第⼆章 基本理念

（全ての国⺠が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現）
第三条 デジタル社会の形成は、全ての国⺠が、⾼度情報通信ネットワークを容易
にかつ主体的に利⽤するとともに、情報通信技術を⽤いた情報の活⽤を⾏うこと
により、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能⼒を創造的かつ



最⼤限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受
できる社会が実現されることを旨として、⾏われなければならない。

（経済構造改⾰の推進及び産業国際競争⼒の強化）
第四条 デジタル社会の形成は、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信技
術を⽤いた情報の活⽤により、経済活動の促進、中⼩企業者その他の事業者の経
営の効率化、事業の⾼度化及び⽣産性の向上、多様な事業の創出並びに多様な就
業の機会その他労働者がその有する能⼒を有効に発揮する機会の増⼤をもたら
し、もって経済構造改⾰の推進及び産業の国際競争⼒の強化に寄与するものでな
ければならない。

（ゆとりと豊かさを実感できる国⺠⽣活の実現）
第五条 デジタル社会の形成は、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信技
術を⽤いた情報の活⽤により、国⺠の⽴場に⽴って、国⺠⽣活の全般にわたる多
様なサービスの価値を⾼め、及びその新たな価値を⽣み出すことにより、⽣活の
利便性の向上、⽣活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機
会の拡⼤が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国⺠⽣活の実現に寄与す
るものでなければならない。

（活⼒ある地域社会の実現等）
第六条 デジタル社会の形成は、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信技
術を⽤いた情報の活⽤による、地域経済の活性化、地域における魅⼒ある多様な
就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増⼤による住⺠
⽣活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活⼒に満ちた地域社会の実
現、地域社会の持続可能性の確保及び地域住⺠の福祉の向上に寄与するものでな
ければならない。

（国⺠が安全で安⼼して暮らせる社会の実現）
第七条 デジタル社会の形成は、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信技
術を⽤いた情報の活⽤により、⼤規模な災害の発⽣、感染症のまん延その他の国
⺠の⽣命、⾝体⼜は財産に重⼤な被害が⽣じ、⼜は⽣ずるおそれがある事態に迅
速かつ適確に対応することにより、被害の発⽣の防⽌⼜は軽減が図られ、もって
国⺠が安全で安⼼して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。

（利⽤の機会等の格差の是正）
第⼋条 デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の
⼼⾝の状態、経済的な状況その他の要因に基づく⾼度情報通信ネットワークの利
⽤及び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤に係る機会⼜は必要な能⼒における格差
が、デジタル社会の円滑かつ⼀体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに
鑑み、その是正が着実に図られなければならない。

（国及び地⽅公共団体と⺠間との役割分担）
第九条 デジタル社会の形成に当たっては、⺠間が主導的役割を担うことを原則と
し、国及び地⽅公共団体は、⺠間の知⾒を積極的に活⽤しながら、公正な競争の
促進、規制の⾒直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消その他の⺠間の
活⼒が⼗分に発揮されるための環境整備並びに公共サービス（公共サービス基本
法（平成⼆⼗⼀年法律第四⼗号）第⼆条に規定する公共サービスをいう。第⼆⼗



九条において同じ。）における国⺠の利便性の向上並びに⾏政運営の簡素化、効
率化及び透明性の向上並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中⼼と
した施策を⾏うものとする。

（個⼈及び法⼈の権利利益の保護等）
第⼗条 デジタル社会の形成に当たっては、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び
情報通信技術を⽤いた情報の活⽤により個⼈及び法⼈の権利利益、国の安全等が
害されることのないようにされるとともに、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及
び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤による信頼性のある情報の⾃由かつ安全な流
通の確保が図られなければならない。

（情報通信技術の進展への対応）
第⼗⼀条 デジタル社会の形成に当たっては、情報通信技術の進展について、適確
かつ積極的に対応しなければならない。

（社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応）
第⼗⼆条 デジタル社会の形成に当たっては、⾼度情報通信ネットワークの利⽤及
び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤により⽣ずる社会経済構造の変化に伴う雇⽤
その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなけ
ればならない。

第三章 国、地⽅公共団体及び事業者の責務等

（国及び地⽅公共団体の責務）
第⼗三条 国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念（以下「基
本理念」という。）にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及
び実施する責務を有する。

第⼗四条 地⽅公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国
との適切な役割分担を踏まえて、その地⽅公共団体の区域の特性を⽣かした⾃主
的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第⼗五条 国及び地⽅公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重
点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

（事業者の責務）
第⼗六条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、⾃ら積極的にデ
ジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国⼜は地⽅公共団体が実施するデジ
タル社会の形成に関する施策に協⼒するよう努めるものとする。

（法制上の措置等）
第⼗七条 政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上
⼜は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

（統計等の作成及び公表）
第⼗⼋条 政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資す
る資料を作成し、インターネットの利⽤その他適切な⽅法により随時公表しなけ
ればならない。



（国⺠の理解を深めるための措置等）
第⼗九条 政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国⺠の理解を
深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広
く国⺠の意⾒が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

第四章 施策の策定に係る基本⽅針

（施策の⼀体的な推進）
第⼆⼗条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、⾼度情報通信ネ
ットワークの⼀層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主
体が利⽤し得る情報の充実並びに⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信
技術を⽤いた情報の活⽤に係る機会の確保及び必要な能⼒の習得が不可⽋であ
り、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが⼀体的に推進されな
ければならない。

（世界最⾼⽔準の⾼度情報通信ネットワークの形成）
第⼆⼗⼀条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国⺠が低
廉な料⾦で多様なサービスを利⽤することができるよう、世界最⾼⽔準の⾼度情
報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他
の必要な措置が講じられなければならない。

（多様な主体による情報の円滑な流通の確保）
第⼆⼗⼆条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換シス
テム（多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情
報の授受を⾏い、情報を共有することができるようにするための情報システムを
いう。）の整備、データの標準化（情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関す
る法律（平成⼗四年法律第百五⼗⼀号）第四条第⼆項第五号イに規定するデータ
の標準化をいう。）、外部連携機能（同号ロに規定する外部連携機能をいう。）
の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供その他の多様な主体
による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければなら
ない。

（⾼度情報通信ネットワークの利⽤及び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤の機会
の確保）
第⼆⼗三条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、⾼度情報通信
ネットワークの利⽤及び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤の機会における格差が
⽣じないよう、情報の取得及び利⽤の機会を確保するための情報通信機器の研究
開発の推進及びその導⼊の促進その他の全ての国⺠に当該機会の確保が図られる
ようにするために必要な措置が講じられなければならない。

（教育及び学習の振興）
第⼆⼗四条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、⾼度情報通信
ネットワークの利⽤及び情報通信技術を⽤いた情報の活⽤に必要な能⼒における
格差が⽣じないよう、全ての国⺠が当該能⼒を向上させることができるようにす
るための教育及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならな
い。


